
は じ め に 

 

 

政府は 2008 年 12 月、アジアで初の試みとなる「第三国定住」制度による難民の受け入れを決定しま

した。2010 年から 3 年間のパイロットケースとして、タイの難民キャンプで暮らす約 90 人のミャンマー（ビ

ルマ）難民を受け入れます。 

日本における難民認定数は、毎年数十人と、年間数千～数万人規模の難民を受け入れている欧米

諸国に比べると、極めて少ない数字で推移してきました。したがって、今回の政府の決定は、日本の難

民政策の大きな転換となる第一歩であると言えます。 

第三国定住は、国外での難民の選定から来日後の研修・定住支援まで、一貫した受け入れ体制が

不可欠であることから、あらゆる分野の関係者がそれぞれの専門性を活かして連携していくことが求めら

れています。とりわけ、定住先の地方自治体や市民社会に対しては、教育、就労、文化交流などの面で

大きな役割を発揮することが求められていることから、従来難民支援に直接的には関わってこなかった、

地域の多様な関係者も巻き込んでいくことが重要です。 

そこで難民支援協会は、世界で最も多くの第三国定住難民を受け入れている米国の取り組みを学び、

日本における効果的な定住支援の具体策を模索するため、2010 年度プロジェクト「新時代の難民保護

～米国における難民の定住から学ぶ～」を、国際交流基金日米センターの助成を受けて開始しまし

た。 

国際シンポジウム「変わる日本の難民受け入れと地域社会～米国における自治体と NPO の協働に

学ぶ～」は、このプロジェクトの一環として、2010年7月に東京大学駒場キャンパスにて開催しました。シ

ンポジウムには、米国からメリーランド州政府の難民定住支援担当者と難民支援 NGO の専門家をお招

きし、同国の官民連携による先進的な定住プログラムを学ぶとともに、日本の難民保護における自治体

と市民社会の役割を考えました。 

本報告書は、シンポジウムの基調講演やパネルディスカッションの内容を、配布資料とともに取りまと

めたものです。本報告書が、日本における難民支援活動の一助となり、難民保護の発展に寄与すること

ができれば幸いです。 

 最後に、今回のプロジェクトに助成をいただきました国際交流基金日米センター、共催をしていただき

ました東京大学大学院総合文化研究科「人間の安全保障プログラム」、寄附講座・難民移民（法学館）、

グローバル地域研究機構・持続的平和研究センターの皆様に、心より御礼申し上げます。 

 

2010 年 11 月 16 日 

 

特定非営利活動法人 難民支援協会 

事務局長 石川 えり 
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シンポジウム開催概要 
 
 

 

名  称 ： 国際シンポジウム 

「変わる日本の難民受け入れと地域社会 

～米国における自治体と NPO の協働に学ぶ～」 

 

 

日  時 ： 2010 年 7 月 3 日（土） 14:00～17:30 

 

 

場  所 ： 東京大学駒場キャンパス 18 号館１階「ホール」（東京都目黒区） 

 

 

言  語 ： 日本語・英語（同時通訳）  

 

 

来場者 ： 231 名  

 

 

主  催 ： 特定非営利活動法人 難民支援協会 

 

 

共  催 ： 東京大学・大学院総合文化研究科「人間の安全保障」プログラム 

東京大学・寄付講座・難民移民（法学館） 

東京大学・グローバル地域研究機構・持続的平和研究センター 

 

 

助  成 ： 独立行政法人 国際交流基金日米センター 
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プ ロ グ ラ ム 
 

 

第１部 14:00～15:45 

 

開会挨拶  

山下 晋司 東京大学大学院 総合文化研究科 教授 

 

基調講演 

「米国における難民の定住支援～メリーランド州の官民協働の取り組み～」 

マーティン・フォード 米国メリーランド州人材開発局 難民事務所 副所長・博士 

 

「第三国定住による難民受け入れの展望～国と地域・自治体の役割～」 

井口 泰 関西学院大学 経済学部 教授 

 

第２部 15:45～17:30 

 

パネル・ディスカッション 

「自治体と NGO による難民保護のあり方」 

 

パネリスト： 

マーティン・フォード 米国メリーランド州人材開発局 難民事務所 副所長・博士 

ロバート・キャリー  国際救済委員会（IRC） 定住・移民政策担当副代表 

ダニエル・アルカル  国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所 首席法務官 

石川 えり   難民支援協会 事務局長 

マリップ・セン・ブ  ビルマ難民 

 

モデレーター： 

ペトリス・フラワーズ ハワイ大学 政治学部 准教授 

 

閉会挨拶 

本間 浩 難民支援協会 上級顧問・法政大学 名誉教授 

 

総合司会 

石井 宏明 難民支援協会 常任理事 
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来賓・講師プロフィール 
 

 

開 会 挨 拶  
 

山下 晋司 
東京大学大学院 総合文化研究科 教授 
 

トランスナショナリティ（越境）という視点から、観光や移住といったテ

ーマを取り上げ、グローバル化にともなう新しい社会の展開や文化の生成

について研究している。人間の安全保障プログラムを兼任し、応用・実践

人類学の立場から、移民政策、シティズンシップ、人権の問題などにも関

心をもっている。今後は「世界遺産の資源人類学的研究」「公共人類学」な

どのプロジェクトを計画している。 

 

 

 

基 調 講 演 
 

マーティン・フォード 
米国メリーランド州人材開発局 難民事務所 副所長・博士 
 

ラトガーズ大学、オハイオ大学、ビンガントン大学にて学位取得。

ピース・コープス（平和部隊）ボランティア及びフルブライト奨

学生として、リベリアにて文化人類学を研究。メリーランド州教

育局英語教育委員、継承言語保全に関する知事諮問委員、難民ユ

ース・子どもサービス評価委員、民族遺産委員長を経て、92 年よ

り現職。現在、米国における異文化関係及び移民政策を研究。こ

れまでに、『Immigration Daily』、『National Humanities Magazine』、 

『Washington Post』等に論文を寄稿。 

 

井口 泰  
関西学院大学 経済学部 教授 
 

1976 年一橋大学卒。労働省（現厚生労働省）入省。80～82 年独エ

アランゲン・ニュルンベルク大学留学。94 年労働省外国人雇用対

策課長就任。95 年退官後、関西学院大学経済学部助教授を経て、

97 年教授就任。99 年同大学院経済学博士号取得。独マックス・プ

ランク研究所客員研究員、内閣府規制改革会議専門委員（海外人

材担当）などを歴任。現在、関西学院大学少子経済研究センター

長、外国人集住都市会議アドバイザーも務める。主な著書に『外       

国人労働者新時代』（ちくま新書、2001 年） など。 
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パネルディスカッション  
 

ロバート・キャリー  
国際救済委員会（IRC） 定住・移民政策担当副代表 
 

民間企業での勤務、トルストイ財団移民担当ディレクターを経て、1985

年 IRC 入会。現在 IRC の定住・移民政策担当副代表として、国内外の難

民定住支援施策の推進に努めている。難民支援 NGO の共同体である米国

難民協議会の議長も兼務。国連難民高等弁務官事務所の国際会議等では、

IRC 代表として頻繁に出席している。難民の定住支援の専門家として、

これまでに BBC、CNN、MSNBC 等に出演。 

 

 

 

ダニエル・アルカル  
国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所 首席法務官 
 

UNHCR 駐日事務所着任以前は、レバノン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ト

ルコの UNHCR 事務所で勤務してきた。前職は家族向け心理セラピスト。米

国ニューヨーク市立大学より法務博士(Juris Doctor) 取得。 

 

 

 

 

 

 

 

 

石川 えり  
難民支援協会 事務局長 
 

上智大学卒業後、IT・出版社等で勤務。難民問題にはルワンダの内戦等を

機に関心を深め、難民支援協会には設立準備会よりボランティアとして関

った後、職員となった。現在は事務局長として、渉外・個別支援を中心に

組織を統括する他、難民保護に関して国内での講演等も行っている。移民

政策学会理事。主な著作は「難民申請者の経済的・社会的権利の保障―国

際基準および欧州諸国の取り組みから日本を展望する」(法律時報 VOL.75 

NO3、2003 年 3 月）、「国際化のなかの移民政策の課題」(明石書店、2002

年)に「日本の難民受け入れ－その経緯と展望」を、「外国人法とローヤリ

ング」（学陽書房、2005 年）に「NGO における法律家」を寄稿。 
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マリップ・セン・ブ  
ビルマ難民  
 

ビルマ出身のカチン民族。大学卒業後の 1988 年、ヤンゴンでの大規模な

民主化デモに参加後、迫害から逃れるために 92 年に日本へ亡命。2003

年に難民申請後、2005 年に在留特別許可を取得。現在、同じカチン民族

の夫、日本で生まれた 4 人の娘とともに東京に住む。日本を拠点に、ビ

ルマの民主化およびカチン民族の権利獲得のための活動を広く展開して

いる。カチン民族機構事務局長およびカチン女性協会のコーディネータ

ーとして、ビルマにおけるカチン民族への迫害の実情をレポートする他、

在日カチン民族のため、法律事務所・NGO・病院などへ通訳としての同行、

住居や仕事の手配など、日常生活の多岐に渡るサポートを行っている。 

 

 

ペトリス・フラワーズ  
ハワイ大学 政治学部 准教授 
 

2002 年、米国ミネソタ大学で政治学博士号取得。2002 年～2004 年、東京

大学研究員。『Journal of Japanese Studies』に「難民保護政策の失敗？

日本における国内機関、国際機関、市民社会の関わり（Failure to Protect 

Refugees?  Domestic Institutions, International Organizations and 

Civil Society in Japan）」を寄稿。著書に、『難民、女性、武器：日本に

おける国際的規範の採用と遵守（Refugees, Women and Weapons:  

International Norm Adoption and Compliance in Japan）』(スタンフォ

ード大学出版、2009 年)。現在、法政大学フルブライト研究員を務める。 

 

 

閉 会 挨 拶  
 

本間 浩   
難民支援協会 上級顧問 ・ 法政大学 名誉教授 
 

教職に就く前は、国立国会図書館調査及び立法考査局政治行政課長、同外

交防衛課長などを歴任。その後、駿河台大学教授を経て、2008 年 3 月まで

法政大学教授。現在、難民支援協会上級顧問、法政大学名誉教授、駿河台

大学名誉教授。東京外国語大学では「世界の難民問題を考える」の講義、

駿河台大学法科大学院では「国際難民法と国際人権法」を担当。法学博士。 

 

 

 

 

（発言順、敬称略） 
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シンポジウム要旨 
 

難民支援協会は 2010 年 7 月 3

日、東京大学大学院「人間の安

全保障プログラム」などと共催

で、国際シンポジウム「変わる

日本の難民受け入れと地域社

会～米国における自治体とNPO

の協働に学ぶ～」を東京大学駒

場キャンパスにて開催しまし

た。 

2010 年度から第三国定住制度

による難民の受け入れが日本

で始まることから、本シンポジ

ウムでは、先進的な定住支援を

行っている米国の経験を学び、

日本における難民支援のあり

方を考えました。 

米国からは、メリーランド州人材開発局難民事務所副所長・博士のマーティン・フォード氏と、

米国各地・世界各国で人道支援活動を行っている NGO、国際救済委員会（International Rescue 

Committee：IRC）の定住・移民政策担当副代表のロバート・キャリー氏をお招きし、同国の官

民連携による定住支援についてお話いただきました。 

プログラムは東京大学大学院教授の山下晋司氏の開会挨拶で始まり、同大学院の「人間の安全

保障プログラム」、「グローバル地域研究機構・持続的平和研究センター」、「難民・移民寄

付講座」の紹介と、シンポジウムへの期待についてお話がありました。 

第一部の基調講演では、フォード氏がメリーランド州における自治体と市民社会による定住支

援の取り組みについて講演しました。米国では、難民が到着 してから社会へ適応・自立するま

での間、一貫したサポート体制が整えられており、NGO、ボランティア、地域社会が中心となっ

て支援活動を行っていることが紹介されました。 

続く基調講演 II では、関西学院大学経済学部教授の井口泰氏が、国と自治体の役割という観点

から、第三国定住による難民の受け入れについて講演しました。井口氏からは、難民受け入れ

は、国が短期的に支援して終わりではなく、自治体がフォローアップを行うことが不可欠であ

り、特に日本語学習の機会を保障することが重要であるという指摘がありました。 

第二部のパネルディスカッションでは、国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所首席法務官の

ダニエル・アルカル氏、IRC のロバート・キャリー氏、難民支援協会事務局長の石川えり、ビ

ルマ難民のマリップ・セン・ブ氏、そして第一部に引き続きフォード氏が参加し、ハワイ大学

政治学部准教授のペトリス・フラワーズ氏がモデレーターを務めました。 
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アルカル氏からは再定住の現状と UNHCR の取り組みについて、キャリー氏からは米国の定住プ

ログラムと IRC の活動について、石川からは日本における難民の現状と課題について、センブ

氏からは自身の日本での経験についてそれぞれ発表がありました。 

フラワーズ氏からは、ローカルレベルでの様々なアクターによる包括的支援や、ボランティア

と専門家による連携が重要であるというコメントがありました。 

質疑応答では、数多くの質問が寄せられ、来場者の関心の高さが伺えました。とりわけ、第三

国定住に関する情報公開についての問題意識が多く寄せられ、開かれた議論の場が作られてい

くことの重要性が提起されました。 

閉会挨拶では、難民支援協会上級顧問・法政大学名誉教授の本間浩氏より、米国の制度を学ぶ

ことの必要性や、日本の試みがアジアの第三国定住のモデルになり得るとのお話がありました。 

シンポジウムには 231 名が来

場し、これまでに難民支援協

会が主催したイベントの中で

は最大規模のものとなりまし

た。また、テレビのニュース

でも取り上げられるなど、メ

ディアの注目の高さも伺えま

した。 
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開 会 挨 拶 
   

 
山下 晋司 
東京大学大学院 総合文化研究科 教授 

 
文化人類学専攻。今回のシンポジウムを共催している東

京大学大学院総合文化研究科人間の安全保障プログラム

の運営委員を務めている。 

 

人間安全保障プログラムは 2004 年 4 月にスタートした。

今年の 4 月から新たな体制に整備された。すなわち、グ

ローバル地域研究機構に、人間の安全保障に関連した３

つのセンター、「持続的平和研究センター」、「持続的開発

研究センター」、「アフリカ研究センター」が加わったの

だ。そのうちの１つ、持続的平和研究センターは今回の

シンポジウムの共催者でもある。 

 

法学館の寄付により、「難民移民寄附講座」が今年の 4月からスタートした。今回のシンポジウ

ムに密接に関係した講座である。まだ始動の段階だが、今後色々なかたちで活動をしていく。  

  
東京大学人間の安全保障プログラムをコーディネーターとして、今年の 9 月に「人間の安全保

障コンソーシアム」が開催される。 

 
○難民と人間の安全保障 

人間の安全保障という概念は、元国連難民高等弁務官の緒方貞子氏が難民支援現場の中から生

み出したと言ってもいいほど、難民とは密接した概念である。 

 

今年の 9 月に、日本では第三国定住による難民の受け入れが始まる。人間の安全保障プログラ

ムのスタッフにとっては、実践が試されるときである。 

 

国際シンポジウム「変わる日本の難民受け入れと地域社会～米国における自治体と NPO の協働

に学ぶ～」がタイムリーに開催されることを大変嬉しく思う。有益な議論が行われることを期

待している。 
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難民受け入れは、かつてはアフリカの人々が大多数を占めていたが、最近ではイラク、ブータ

ン、ビルマを中心とするアジアの人々が増えている。 

 

○メリーランド州における再定住支援 

メリーランド州の難民事務所は、難民のための「調整サービス」を実施している。「調整サービ

ス」とは、難民ができるだけ早く自立できるよう、関係団体と連携して支援することである。 

 

米国には、連邦政府や州政府から資金提供を受けている主要な難民支援 NGO が 10 団体あり、そ

のうち 5団体がメリーランド州で活動している。 

 

同州は、「ワンストップ難民支援」という仕組みを取り入れている。新たに入国した難民は、様々

な手続きをする必要があるため、支援を一本化するための「ワンストップセンター」が新たに

作られた。 

 

最も重要な支援は、難民が入国してから数ヶ月後に受けるオリエンテーションである。オリエ

ンテーションでは、ケースワーカーの協力のもと、目標を達成するための「家族自立計画」を

作成する。 

 

言語教育は、もう一つの重要な支援である。最大の目的は、難民が就労することであるため、

英語の授業は単に文法知識を教えるのではなく、職場志向の実用的な会話スキルを教えている。 

 

就労においては、就労支援担当者が企業と話し合うとともに、ケースワーカーが就労可能な難

民と協力をしながら職を探す。難民の多くが、祖国において、職業を選択する自由が無いとい

う経験を持っているため、多くの難民は新たな環境に感謝しており、真面目に働く意思がある。

就労支援の目的は、米国の労働環境について教えるとともに、自身のキャリア形成を支援する

ことである。 

 

メリーランド難民事務所は、コミュニティ支援においてボランティアの役割を重視している。

ある雇用者は、難民を単に雇用するだけに留まらず、昇格などを通じて難民のキャリアアップ

を図ったことにより、表彰を受けたこともある。 

 

米国は、伝統的な移民国家であるため、移民に対して寛容な国民が多い。日本のように、多く

の移民受け入れの経験がないことが、必ずしも難民受け入れの障害になるとは限らないが、考

慮せねばならない点である。 

 

○最後に 

2 ヶ月前、チベットの指導者であるダライ・ラマがスイスを訪れ、1951 年に約 1,000 人のチベ

ット難民をスイスが受け入れたことに対して感謝の意を示した。スイスにおけるチベット難民

の数は、現在 4,000 人にまで達しており、スイス社会に適応している。 

 

スイスの人口のおよそ 2 割が外国出身であり、米国よりはるかに多い。また、最近、外国人の

割合を一定以下に制限しないことを国民投票で決定した。 

 

私は、日本におけるビルマ人の第三国定住が、スイスと同様に成功することを心から願ってい

る。 



基調講演 

第三国定住による難民受け入れの展望 
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第三国定住による難民受け入れの展望 ～国と地域・自治体の役割～ 

 

井口 泰  
関西学院大学 経済学部 教授 
 

○外国人集住都市会議 

外国人集住都市会議のアドバイザーを 2003 年から務

めている。外国人の定住プロセスにおける自治体のサ

ポートや日本語学習、子どもたちのケアについては、

この外国人集住都市会議が、過去 10 年間、集中的に

取り組んできた。 

 

今日、難民問題の専門家でもない私がここで話をする

理由は、南米諸国からの「出稼ぎ外国人」の定住をサ

ポートしてきた都市の取り組みや、これまで国に対し

て要求をしてきたことは、その延長線上において、実

は難民受け入れの問題とクロスしてくるからである。 

 

 

○「Integration Policy（多文化共生）」 

地域において外国人が定住していくための施策を、欧州では「Integration Policy」と呼んで

いる。日本では、「多文化共生」という言葉を使っており、これが「Integration Policy」にあ

たる。多文化共生は、国が施策を実施するだけで終わるわけではない。国と協力しながら、あ

るいは国の施策が終わった後も、大きな役割を果たすのが自治体である。 

 

○外国人労働者と難民の背景 

南米日系人を受け入れた地域においても、彼らが日本に来た背景を考えて欲しい。人手不足の

ため、南米諸国の出稼ぎ労働者を積極的に受け入れた都市もある。ただ、なぜ出稼ぎする必要

があったのかという事情を理解することが重要である。難民の受け入れにおいても、難民がな

ぜ現在のステータスになったのか、あるいはなぜ難民キャンプに暮らさなければならなかった

のかを理解する必要がある。 

 

外国人集住都市は、外国人を地域の発展にとって不可欠な存在と考えており、それは若年層が

減少していくなかで、外国人無しでは地域の経済と社会が成り立たないという認識があるから

である。 

 

○日本の難民受け入れ 

ベトナム戦争後、多くの人々がインドシナ難民として流出し、日本は 1 万 1 千人の難民を受け

入れた。日本は難民条約にも加入し、最終的には条約難民も受け入れることになったが、近年

の難民認定数は毎年数十名程度に留まっている。 

 

2005 年の法改正を契機に、難民認定はされなかったものの、人道配慮による在留許可を受けた

人々が急増している。その中には非常に多くのミャンマー出身者が含まれている。 

 

難民認定された人は、半年間、国の施設で日本語を学んだり、職業訓練を受けたりしているが、

それが終わった後の自治体との協働やフォローアップはうまくいっていない。 

 



 

 12 

○外国人集住都市の課題 

外国人集住都市では、外国人の権利をどこまで保障できるかが課題となっている。とくに、健

康保険に入っていなかったり、子どもたちが学校に行っていなかったりなどの問題がある。ま

た、移転したことにより所在が把握できなくなり、地方税を払っていないという問題も起きて

いる。義務の遂行も課題の一つである。 

 

また、外国人の日本語学習の機会を保障する必要がある。日本語学習を自己責任にしているだ

けでは、安定したより賃金の高い仕事に就けず、日本で円滑に生活することができない。この

日本語の問題は深刻になってきている。 

 

○外国人政策に関する法改正 

日本の外国人政策については、2009 年 7 月の法改正で、外国人住民の基本台帳が新たに導入さ

れ、居住地が変わっても外国人の権利が守れるよう、フォローできる仕組みづくりが実現した。

これは、一つのステップにすぎないが、定住外国人のための制度的インフラを整備するという

ことに政府の関心が向いてきたといえる。 

 

○インドシナ難民の受け入れの教訓 

1979 年以降、日本が受け入れたインドシナ難民は、兵庫や神奈川などにある国の施設で半年間

の適応訓練を受け、その後これらの周辺地域に定住した。難民相談員はいるものの、必ずしも

その後のサポートが効果的だったとは思えない。 

 

就労するための日本語能力の習得は、たった半年間の日本語教育では不可能である。この社会

で生き残っていくため、又は働くためには、どの程度のレベルの日本語能力が必要かというこ

とが明確になっていなかったため、多くのインドシナ難民が十分な日本語が話せず、低熟練で

低賃金の仕事に就くことがやっとであったというのが現実である。 

 

難民の子どもたちは、高校を卒業できるかどうかが重要な分かれ目になるが、読み書きという

大きな壁が存在している。外国人にとって、漢字を使いこなすことは容易ではない。 

 

難民をせっかく受け入れても、第二世代が底辺に落ちていくのであれば、成功したとは言えな

い。健康を損ねたり、生活保護に依存したりするケースもある。現在の地域の受け入れ方式の

ままでは、難民を受け入れても成功は期待できない。 

 

単に文化や価値観に対して理解を深めるだけではなく、健全な生活ができるために必要な権利

を尊重し、義務を遂行する必要がある。最終的には外国人と「契約」を結び、「受け入れた町は

これをやるから、あなたにはこれをやってほしい」という関係を構築する必要がある。 

 

○日本語学習の機会の保障 

外国人集住都市会議では、第二のフォーカスを日本語学習機会の保障に当てている。生きてい

くための日本語、働くための日本語、学校で学習するための日本語といった、実践的な日本語

能力の基準に切り替えなければならない。 

 

○自治体におけるサポート 

自治体レベルでの取り組みを具体化し、再定住難民を受け入れる資格のある、あるいは少なく

とも受け入れる意欲のある自治体を多く見出していくことが必要である。そのためにも、日本

語能力基準の設定などの基本的なことから作業を急ぐ必要がある。地域の経済や社会を維持す

るという観点だけではなく、人権の守られるアジアをどのようにつくっていくかという意識を

持ち、地域・自治体レベルで新しいサポートの仕組みをつくっていくことが重要である。 



パネルディスカッション 

自治体と NGO による難民保護のあり方 
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マーティン・フォード 米国メリーランド州人材開発局 難民事務所 副所長・博士 

ロバート・キャリー 国際救済委員会（IRC） 定住・移民政策担当副代表 

ダニエル・アルカル 国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所 首席法務官 

石川 えり       難民支援協会 事務局長 

マリップ・セン・ブ ビルマ難民 

 

＜モデレーター＞ 

ペトリス・フラワーズ  ハワイ大学 政治学部 准教授 
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ダニエル・アルカル 
国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所 首席法務官 

 
○第三国定住とは 

第三国定住の目的は、難民を保護すること。難民の保護は、

広範囲で多岐に渡る。生活や法的な支援のみならず、人間

として幸福な生活が送れることを目指す。 

 

UNHCR は様々な支援活動を行っているが、政府機関や国際

NGO などと協力し、難民の再定住を支援している。再定住

は、コミュニティを含めたすべての関係者の協力のもとで

行われている。 

 

○第三国定住の目的 

第三国定住には、UNHCR が政府と協力するものと、各国が

独自に行うものの 2種類がある。とりわけ、UNHCR は 3 つ

の方法で解決を目指す。 

 

 

1. 庇護国への定着：難民が庇護を求めた地域への定着を目指すもの。 

2. 本国への自主的な帰還：難民個人の事情の変化および出身国の状況の改善があった場合に、

出身国へ自主的に帰還することを支援する。 

3. 第三国定住：更なる保護を必要としていたり、生活状況の改善を求めたりする難民が、別

の国に再定住する制度。 

 

○第三国定住の基本原則 

第三国定住による難民受け入れは、国家の義務ではない。国家は、自国が受け入れ先としてふ

さわしいと考えるか、もしくは国際社会の一員としての責務を果たしたい、あるいは出身国の

周辺国の負担を軽減したいと考えた場合に、第三国定住難民を受け入れている。 

 

○第三国定住の流れ 

1. 第三国定住を必要している難民の選定：再定住が必要な難民と、受け入れ可能な人数には

差があるため、難民の選定を行う。 

2. 受け入れ基準の該当性や受け入れの必要性の検討：この段階では、難民申請の内容などを

確認する。 

3. 各書類と申請書の作成：難民は、出身国で受けた迫害について再び話さなければならない

ため、苦労を伴う作業となる。 

4. UNHCR による難民の決定 

5. 申請書を第三国定住の受入国に提出：UNHCR が受入国に書類を提出し、受入国が検討。 

6. 受け入れ国による難民の決定 

7. 出発前手続き：出発前に、難民はカウンセリングと健康診断を受け、出発手続きを行う。

この過程では多くの NGO が協力している。 

8. 受け入れ国における定住：最も重要で長い段階。新たな国での難民受け入れの初期の段階

は、その記憶が難民の記憶に長く留まることから、大変重要である。その後の支援は、統

合に向けて日々協力を続けることである。 

 

 



パネルディスカッション 

自治体と NGO による難民保護のあり方 
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ロバート・キャリー   
国際救済委員会（IRC） 定住・移民政策担当副代表 
 

〇米国の再定住プログラムの概要 

米国の再定住プログラムは、1951 年の難民条約批准をきっ

かけとして導入された。1980 年に難民法が制定されたこと

により、難民の受け入れ制度が確立し、難民の基本的な法

的権利が定義された。法律に基づく定住支援は、地域単位

で地方自治体や市民社会などによって行われている。 

 

再定住制度で受け入れる難民を選定するのは、国務省であ

る。これは、再定住プログラムが人道支援の政策であると

同時に、外交政策の一環として実施されているからである。

難民は米国への入国が認められると、難民の再定住を所管

している保健福祉省による支援を受ける。 

 

〇IRC の概要 

IRC は、様々な団体と協力しながら、地域コミュニティレベ

ルで医療や教育に関する支援体制を整える活動を行っている。受け入れ先のコミュニティの関

係者が、難民の置かれている状況を理解していることは、再定住プログラムにとって大変重要

なことである。 

 

IRC は、1933 年にアルベルト・アインシュタインの呼びかけがきっかけで、ドイツのナチス政

権から逃れた難民を保護するために設立された。米国の連邦政府や国民から幅広い支援を受け

ている。 

 

IRC は、これまでに米国に逃れてきた 1,600 万人の難民を支援している。たった 1 人のスタッ

フから始まり、現在では 10,000 人の職員を有し、3 億ドルの予算を有する団体へと成長した。 

 

米国に来る難民は多種多様であり、ビルマ、ネパール、イラク、そしてアフリカや中央アメリ

カからも逃れてくる。 

 

IRCは、米国の大都市を中心に22の事務所を有しており、様々な支援サービスを提供している。 

 

○IRC の支援プログラム 

IRC は、難民が地域社会で共生するために、様々な支援プログラムを実施している。とりわけ、

コミュニティ支援は IRC の重要な構成要素である。 

 

寄贈された土地を活用したコミュニティ農場・マーケットプログラムでは、多くの難民が経済

面や教育面などで利益を得ている。経済開発プログラムでは、難民の起業を支援しており、金

融に関する基本的な情報の提供からビジネスプランの作り方についてのサポートまで、あらゆ

る支援を行っている。 

 

難民は、一般市民よりはるかに高い確率で新たな事業を展開するなど、積極的に経済活動を行

う主体である。IRC は、一方的に与えるのではなく、難民が自主的に意思決定や運営をする権

利を尊重している。しかし、近年の不景気により、難民にとって仕事を探すことが一層困難と

なっている。 
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まあ、IRC は難民の子どもたちを支援するため、多くの放課後プログラムを実施している。こ

のプログラムには、プロの指導員による研修を受けた大学生や地域のボランティアが参加して

いる。IRC はボランティアによって創立された団体であり、現在もボランティア運営委員会が

ボランティア活動を統括している。 

 

○事例 1：ヤギ牧場を運営するソマリア国籍の女性 

あるソマリア国籍の女性は、アリゾナ州のフェニックスでヤギの牧場を運営し、ヤギの肉を地

域住民に販売している。この牧場は、IRC やボランティアによる技術支援、投資のための資本、

経済教育など、様々な便益を受けている。牧場を運営する難民の子どもたちは、ボランティア

を中心として運営されているプログラムによって支援を受けている。牧場の運営を助けるボラ

ンティアは、研修によって訓練を受けているが、採用基準は高く、競争率も大変高い。 

 

○事例 2：リベリア国籍の女性 

2006 年に、リベリア国籍の女性が難民として米国に逃れてきた。46 歳のシングルマザーで、母

国語を読むことすらできなかった。当初、ボルティモアで住宅支援を受けることを望んでいた

が、必要書類を読むことができなかったため、まずは読み書きを習得するためのプログラムに

参加してもらった。その結果、現在彼女は働いており、請求書を読んだり書いたりすることが

できるようになった。また、彼女は英語をコミュニティカレッジで勉強しており、さらに IRC

が派遣した家庭教師とともに勉強している。この事例は、市民社会、ボランティア、そして NGO

が協力し、限られた資源を最も支援を必要としている地域に提供すべきであるということを示

している。 

 
石川 えり 
難民支援協会 事務局長 
 

○難民支援協会の活動 

難民支援協会は 1999 年に設立され、日本へ来た難民が食

べて、寝て、働くという当たり前の生活を送れるよう一人

ひとりへの支援を行っている。主な活動は、1. 生活支援・

法的支援、2. 調査、政策提言、3. 広報等の情報発信。 

 

予算規模は、2007 年度 6,500 万、2008 年度 7,000～8,000

万円と毎年増加している。UNHCR をはじめ様々な団体から

支援を受けている。 

 

○日本での難民受け入れの流れ 

日本は1978年から11,000人超のインドシナ難民を受け入

れた。 

 

 

日本が難民条約加入後、これまでに難民認定が 500 人強、人道配慮は 882 人。難民申請者

数は 90 年代からほぼ毎年増え続けており、2009 年は 1,388 人。 

 

今年度から、3 年間のパイロットプログラムとして第三国定住による難民受け入れが始ま

り、年間約 30 人のビルマ難民を受け入れる。 
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○難民申請中の課題 

難民認定の審査期間は平均約 2 年、最長で 9 年。不安定な生活状況の中、結果を待ち続け

なければならない。申請中は法的地位が不安定であり、国民健康保険への加入が認められ

ていない。難民認定の第一次審査機関と異議申し立て審査機関が同じという点にも課題が

ある。 

 

裁判中も公的支援のないままであり、就労許可もない。厳しい法的規制のため、現在難民

申請中の約半数は就労を認められておらず、生活は困窮した状態に陥りやすい。 

 

○市民社会レベルでの難民支援 

難民支援の明るい側面としては、市民活動の増加が挙げられる。社会貢献として難民支援

に関わっている法律事務所もある。 

 

最近では、シェルターや食料などの必要な物資を提供していただいている団体もある。学

生も日本語教育や交流活動に積極的に参加している。 

 

○第三国定住のあり方 

第三国定住プログラムで来日した難民は、一週間のオリテーションを経て、合宿形式で日

本語教育、社会適応訓練、就職相談などの研修を受ける。 

 

定住支援にあたっては、日本政府、国際機関、地方自治体、企業、日本の難民コミュニテ

ィなどの多様な関係者が、計画段階から関わっていくことが重要である。 

 

どういったサポートを得られれば第三国定住プログラムが成功していくのかという指標を、

官民が連携して示していくことが必要である。 

 

 
マリップ・セン・ブ 
ビルマ難民 

 

○日本における難民申請 

1992 年に政治的理由で日本に逃れて来日し、1996 年に結

婚。日本ではオーバーステイ状態であったが、3人の子供

を養っていた。 

 

ビルマでともに政治活動をしていた仲間の中には、逮捕さ

れたり行方不明になったりした人もいたため、ビルマに戻

ることは大変危険であった。 

 

日本での難民認定は、「空の星を掴むくらい難しいこと」 

と友人に言われていた。2003 年には夫がオーバーステイ

で入国管理局の施設に収容された。 

 

これまでに 2 回難民申請をしたが、2年余りの間に、合計 20 回以上、入国管理局によるイ

ンタビューを受けた。 
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○難民支援協会との出会い 

難民申請中に UNHCR を通して難民支援協会を知った。スタッフは難民支援のスペシャリス

トであり、手続きについてさまざまなアドバイスをしてもらったため、安心して相談する

ことができた。真剣に親身になって相談に乗ってくれた。銀行口座を開設する際、ビザが

無かったため一度断られたが、難民支援協会のスタッフが同行して再度銀行へ行った際は、

口座を開設することができた。  

 

私たちは、サポートしてくださる方々を見るとき、アドバイスを聞くだけでなく、一人ひ

とりの人間性をみる。 

 

多くの難民は、過去の経験から他人を簡単に信用することが難しい。そのため私たち難民

の目線に立って、親身に相談にのってくださるサポートを大変嬉しく思う。 

 

このように、より多くの日本の方々が難民のことｗ知り、温かく支援をしてくださると大

変幸いである。 

 

 
ぺトリス・フラワーズ 
ハワイ大学 政治学部 准教授 
 

○難民の支援について 

地域コミュニティには、地方自治体、NGO、学校など様々

な関係者が存在する。難民との距離が近い関係者が、支援

においてどのような役割を果たすべきか、考える必要があ

る。 

 

関係者による支援をどのように調整するかが課題である。

難民が問題を抱えている時に、どの機関に相談するかを明

確にする必要がある。それには、官と民が協力をして支援

を行うことが求められる。 

 

ボランティアと専門家が協力をすることも、大変重要であ

る。ボランティアと専門家は、いずれも不可欠な存在であ

る。いずれかが欠けると、支援が不十分になってしまう。 

 

○日本の難民政策について 

第三国定住において重要なのは、政策の柔軟性である。1年、2年と続けるうちに課題が明らか

になってくる。その際に、課題を改善するための柔軟さが必要である。 

 

日本には難民を受け入れてきた歴史がある。インドシナ難民の受け入れやコミュニティにおけ

る多文化共生などの経験から学べることは多い。 

 

第三国定住が、国内政策においてどのような位置づけにあるかを考える必要がある。米国では、

再定住政策が外交政策の重要な要素として捉えられている。 
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質疑応答 
 

フラワーズ:  

第三国定住において、もっとも効果的な受け入れ方法は何か。多文化共生における難民受け入
れの役割は何か。自治体はどのような方法で地域コミュニティの支援を得るべきか。地域にお
ける統合の最も重要な要素とは何か。 
 

アルカル: 

日本は、インドシナ難民をはじめとして、長い難民受け入れの歴史がある。インドシナ難民の

支援に関わってきたアジア福祉教育財団難民事業本部（RHQ）のみならず、様々な NGO が幅広い

分野の経験を持っている。 

 

日本の第三国定住プログラムで受け入れられる難民は、特定の国の特定の民族である。そのた

め、米国のように様々な国々から難民を受け入れている国と比較すると、準備を行うことはさ

ほど難しくないはずである。 

 

私の個人的な意見としては、試験的に地方に住まわせる必要はなく、新宿やその近辺で生活す

べきではないかと考えている。もっとも、居住場所の最終的な決定は難民に委ねるべきだ。 

 

キャリー: 

重要なのは、難民が就労し、経済的

に自立していることである。これに

よって、他の生活要素も自然と満た

される。 

 

様々な関係者が支援をするとともに、

それらの支援活動の調整を行うこと

が必要である。米国では支援内容が

重複しないよう、協議会が調整を行

っている。限りある資源を持続的に

使うために、これは大変重要なこと

である。 

 

フォード: 

難民が新宿のビルマ人コミュニティに混じるべきではないという声も聞こえる。しかし、私は

新宿に住むことに肯定的である。コミュニティを通じて生活に役立つ情報を得たり、就労する

ためのきっかけづくりができると思う。 

 

日本の第三国定住は、パイロット事業のため、3年後にその結果が評価されることになるが、3

年間で成功を収めることは極めて困難である。この期間で事業を評価するにはあまりにも短す

ぎる。 

 

石川： 

ケースマネジメントが再定住成功の鍵である。合宿形式で研修が進むが、その後地域に定住す

る際にギャップが発生しないよう、一貫したケースマネジメントの視点が必要である。 

 

100 カ国以上の人々が住む新宿区のようなコミュニティが集まる地域を参考とし、日本人も難
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民との交流を深めることが重要である。 

 

地方が果たすべき役割も大きい。米国では連邦政府の手当てが豊富である。日本も地方自治体

の理解と国のサポートが必要である。 

 

セン・ブ： 

自分の経験から言うと、日本

に慣れるまでは、日本語が理

解できないことが辛かった。 

 

日本にいるカレン民族のコ

ミュニティや自分たちのよ

うな難民コミュニティ、

NGO・NPO、政府が一緒になっ

てサポートしていくべきで

ある。 

 

難民コミュニティが存在している地域ではなく、別の都市や地方に住むことを望む難民もいる。

例えば、故郷に似ている田舎に住みたい人もいるかもしれない。この点についてもサポートし

ていただきたい。 

 

フラワーズ:  

差別や偏見の対策として、米国ではどのようなプログラムを実施しているか。 
 

フォード: 

ほとんどの難民が国際的な都市であるボルティモアやワシントン D.C.に定住しており、集団的

な差別についてはあまり聞かない。難民の多くが市民団体や教会によって支援を受けている。 

 

キャリー:  

米国全般についてお答えすると、メキシコとの国境沿いで、移民や難民に反対する差別がある。

このような地域では、NGO や市民団体が、難民に対する理解を深めるための取り組みを行って

いる。例えば、警察の中に支援者がいて、警察内や外部の公的機関において難民に関する情報

提供などを行っている。 

 

フォード:  

差別という程ではないが、学校では問題が起きていた。米国の黒人の子どもが、アフリカ出身

の子どもを野蛮であると考えたり、難民がいじめられたりするなど、問題となったことがある。

このような問題を解決するため、地域住民と警察が協力して取り組んできた。 

 

フラワーズ:  

どの国から難民を受け入れるかということを誰が決定しているのか。また、難民受け入れが米
国の外交政策に対してどのような影響を与えているか。 
 

アルカル:  

政府、行政、NGO による協議のもと、受け入れる難民を決定している。その際、UNHCR が助言を

し、どの地域が最も人道支援を必要としているかが考慮される。さらに、一つの地域の難民を

受け入れることが、全体にどのような影響を与えるかも考慮される。米国は、日本と同様に良

くも悪くも他の国の対外政策に強い影響を与えるため、リーダーシップを発揮する必要がある。 
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フラワーズ:  

セン・ブさんは、日本でどのように生計を立てているのか。 
 

セン・ブ： 

来日して今年で 18 年経つ。夫は来日してから焼肉店で働いていたため、2年前に夫と焼肉店を

開業し、現在二人で経営している。 

 

フラワーズ:  

一般市民が難民問題について果たせる役割は何か。 
 

石川： 

難民の受け入れが進むにつれて、難民が身近で生活する確率は高くなる。難民は一生懸命地域

に溶け込もうと挨拶して声をかける人が多い。しかし、無視をされてしまったり、驚かれてし

まったりして、落ち込んでしまうことがある。挨拶など基本的なコミュニケーションから始め

ることが大変重要である。 

 

フラワーズ:  

アフリカ人の難民が第三国定住のプログラムで日本に受け入れられる予定はないか。 
 

アルカル:  

アフリカ人の難民については、認

定者の数が増えれば第三国定住に

よる受け入れが少しずつ実施され

る可能性もあると思う。 

 

第三国定住が制度として確立し、

まずはアジア地域の難民を中心に

受け入れ、徐々に国籍の広がりを

見せることを願っている。受け入

れ数が数年間100人程度で推移し、

最終的に年間で 500 人程度まで増

えるのが理想だ。 

 

ぺトリス: 

精神的な病気を患っている難民に対して、どのような支援を行うべきか。また、アートセラピ
ーは、精神的な問題への対処のみならず、地域への統合のための役割を果たすことができない
か。 
 

キャリー: 

難民の中には、心理社会学的な治療が必要な人たちもいる。私たちは、心理社会学的な治療の

必要性を政府に対して主張してきた。まだ広がりは限定的であるが、米国全土に広がることを

願っている。 

 

先日アートセラピーを行ったところ、参加した子どもの学校の成績が良くなり、学校に馴染む

ことができるようになった。たった 2 週間で結果が出たことに大変驚いている。日本でも導入

できるといいと思う。 
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フラワーズ: 

日本が受け入れる第三国定住難民はどのように選定したのか。 
 

アルカル:  

まず、UNHCR による選定基準が考慮される。さらに、政府による基準も考慮される。また、多

くのケースの場合、この 2つの基準とは別に、「政府として求める人」のリストも存在する。日

本での第三国定住にあたっては、内閣官房、外務省、法務省などとともに、1 年半話し合いを

続けた。 

 

フラワーズ:  

セン・ブさんは、難民として逃れるとき、なぜ日本を選んだのか。 
 

セン・プ: 

ビルマでは身の危険を感じていたため、すぐに逃げる必要があり、国を選ぶ余裕はなかった。

最初は隣国のタイに逃れたが、長く暮らすことはできなかった。親戚がドイツに住んでいたた

め、その後ドイツに逃れたが、民主化活動をどうしてもしたいという想いがあったため、日本

へ来た。 

 

他の難民の例では、国を選ぶことができず、ブローカーに紹介された国に急いで逃れるという

ケースが多い。 

 
フラワーズ: 

第三国定住について、情報が開示されていないことが問題となっているが、成功させるために
どのように透明性を確保すべきか。 
 

石川: 

今回の第三国定住のプログラムにおいて、なかなか議論がオープンにならなかったことは残念。

ただ、政府が情報を与えてくれなかったと諦めるのではなく、NGO として、政府側が持ってい

る情報をもっと求めるべきであった。これから第三国定住が始まっていくにあたり、議論が開

かれるよう努力していきたい。 
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